
 

112 

 

 

 

 

 

 

 

 

備前市地域防災計画 

 

(震災対策編) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備前市防災会議 

 

 



 

113 

目           次 

 

第１章 総  則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 115頁 

  第１節 計画の目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 115頁 

  第２節 各機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 ・・・・・・ 115頁 

  第３節 市の防災環境 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 116頁 

  第４節 地震被害想定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 117頁 

  第５節 震災に関する調査研究 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 124頁 

 

第２章 震災予防計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 126頁 

  第１節 自立型の防災活動の促進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 126頁 

  第２節 迅速かつ円滑な震災対策への備え（危機管理） ・・・・・・・・ 134頁 

  第３節 地震に強いまちづくり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 145頁 

 

第３章 震災応急対策計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 154頁 

  第１節 応急対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 154頁 

  第２節 緊急活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 164頁 

  第３節 民生安定活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 179頁 

  第４節 機能確保活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 189頁 

 

第４章 東南海・南海地震防災対策推進計画・･・・・・・・・・・・・・・・・ 196頁 

第１節 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 196頁 

第２節 災害対策本部等の設置等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 196頁 

第３節 地震発生時の応急対策等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 197頁 

第４節 津波からの防護及び円滑な避難の確保に関する事項・・・・・・・ 199頁 

第５節 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備計画  ・・・・・・・・ 204頁 

第６節 防災訓練計画  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 205頁 

第７節 地震防災上必要な教育及び広報に関する計画  ・・・・・・・・・ 205頁 

 

第５章 震災復旧計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 208頁 

  第１節 復旧計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 208頁 

  第２節 財政援助等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 209頁 

 



第１章 総 則 

114 

 

 

 

 

 

∽∽ 第１章∽∽ 

 

 

 

 

 

 

 

                                            総  則 

                                      ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 



第１章 総 則 

115 

第１章 総則 

 

 

第１節 計画の目的 

 

  この計画は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４２条の規定により備

前市防災会議が作成する計画であって、備前市及び防災関係機関が有する全機能を有効

に発揮して、備前市域における地震による災害予防、災害応急対策及び災害復旧を実施

することにより、市域の保全と住民の生命、身体及び財産を保護し、被害を最小限にく

い止め、もって社会秩序と公共の福祉の確保を図ることを目的とする。 

１ 計画の性格 

  地震災害には、突発性、被害の広域性及び火災その他の二次災害の発生といった一般

災害とは異なった特徴があることから、本計画は、市域における震災対策を体系化した

ものであって、「備前市地域防災計画」の中の「震災対策編」とするものである。 

２ 計画の修正 

  この計画は災害対策基本法第４２条の規定により、毎年検討を加え、必要があると認

める場合は、修正する。 

３ 計画の用語 

  この計画においての用語の意義は、「風水害対策編 第１章 第５節 用語の意義」

に定めるところによる。 

 

 

第２節 各機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 

 

１ 実施責任 

 (1) 市は、市域並びに地域住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災

の第１次的責任者として、県、指定地方行政機関、指定公共機関及び他の地方公共

団体の協力を得て防災活動を実施する。 

 (2) 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

      公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、平素から災害予防体制の整備を図

るとともに、災害時には、災害応急措置を講じる。また、県、市その他防災関係機

関の防災活動に協力する。 

２ 処理すべき事務又は業務の大綱 

 (1) 市 

    ① 防災意識の普及啓発及び防災訓練を行う。 
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② 災害に関する予警報等の発令及び伝達を行う。 

    ③ 災害情報の収集及び伝達を行う。 

   ④ 災害広報を行う。 

    ⑤ 避難準備情報、避難勧告又は避難指示の発令を行う。 

    ⑥  災害時におけるボランティア活動の支援を行う。 

    ⑦ 被災者の救助を行う。 

    ⑧ 被害の調査及び報告を行う。 

   ⑨ 災害時の清掃、防疫その他保健衛生に関する応急措置を講じる。 

    ⑩ 水防活動及び消防活動を行う。 

    ⑪ 被災児童・生徒等に対する応急の教育を行う。 

    ⑫ 公共土木施設、農地、農林水産業施設等に対する応急措置を講じる。 

    ⑬ 農産物、家畜、林産物及び水産物に対する応急措置を講じる。 

    ⑭  水防、消防その他防災に関する施設及び設備の整備を行う。 

 ⑮  公共土木施設、農地、農林水産業施設等の新設、改良並びに防災及び災害復旧

を行う。 

⑯  危険物施設の保安確保に必要な指導、助言及び立入検査を行う。 

⑰ 交通整理、警戒区域の設定その他社会秩序の維持を行う。 

(2) 消防機関 

    ① 火災予防その他の各種災害予防に関する業務を行う。 

    ② 水火災等の応急対策に関する業務を行う。 

    ③ り災者救出その他の被災者の救出及び救護に関する業務を行う。 

(3) 水防管理団体 

    ① 水防施設、資機材等の整備と管理を行う。 

    ② 水防計画の作成及びその実施を促進する。 

(4)  水道事業者 

    ① 災害時における飲料水等の緊急補給を行う。 

    ② 被災水道の迅速な応急復旧を図る。 

 

 

第３節 市の防災環境 

 

１ 地震の種類 

  地震には、震源が近い直下型地震（1995年1月の兵庫県南部地震や2000年10月の鳥取

県西部地震、2004年10月の新潟県中越地震などが該当する。）と、広範囲で起こる海溝

型巨大地震（2003年9月の十勝沖地震、2005年8月の宮城県沖地震、近い将来に発生する
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と考えられている東海地震、東南海・南海地震などが該当する。）とがある。 

２ 自然環境の特性 

  「風水害対策編 第２章 市の概要 第１節 自然的条件」と同じ。 

３ 社会環境の特性と変化 

  「風水害対策編 第２章 市の概要 第２節 社会的条件」と同じ。 

 

 

第４節 地震被害想定 

 

１ 地震等の被害想定調査について(平成７年度、平成１３年度及び平成１４年度) 

震災対策の大綱である地域防災計画を構成している予防対策、応急対策及び復旧対策の

個別の計画の内容は、地震の想定又は被害の想定の状況により大きく左右されることから、

科学的かつ合理的な実証が必要である。 

そのため、本県に起こりうる下記の６件の地震について、平成７年度及び平成１３年度

に評価を行ってきたが、平成１４年度に評価手法や各種データを新しい知見や追加データ

等によって見直し、再評価を行った。 

  特に、南海トラフの地震（東南海・南海地震）については、中央防災会議「東南海、

南海地震等に関する専門調査会」における東南海・南海地震の検討状況を踏まえ、再評価

した。 

２ 想定条件 

  県防災計画（震災対策編）では、県における地震防災対策上重要と考えられる地震を

歴史地震資料、活断層資料等から検討して、次の表のとおり設定しているので、市にお

いてもそれを引用した。 

 

区分 想定地震名 想定地震についての説明 
想定マグニチ

ュード(Ｍ) 

ア 
南海トラフの地震 

（東南海・南海地震） 

遠州灘西部から土佐湾までの南海トラ

フプレート境界面を震源域とする地震 
     ８．６ 

イ 大原断層の地震 大原断層を原因とする地震      ７．２ 

ウ 
中央構造線の一部によ

る地震 

中央構造線活断層系（四国）の一部を原

因とする地震 
     ８．０ 

エ 鳥取県西部地震 
鳥取県西部の活断層系を原因とする地

震 
７．３ 

オ 第２鳥取地震 
鳥取県東部から中部にかけての活断層

系を原因とする地震 
７．２ 

カ 松江南方地震 松江南方の活断層系を原因とする地震 ７．０ 




